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 インターネットはパソコン、スマートフォン、タブレット等を�じて⼿軽に利⽤でき、
⽣活を�かにするものである⼀�、使い�を�ると、犯�の��者にも��者にもなり得
るリスクがあります。�年では、インターネット上の����は���向にあり、��な
��問題となっています。
 �作品は、⼩�⽣から⼤�⽣までの若い�代を��にインターネットを�切に使⽤する
ためにはどういうことに気を付けていけばいいか、インターネット上で�きる����の
��者にも��者にもならないためにはどうすればいいかを、ネットいじめやネットヘイ
トなどの事例をもとに�ぶアニメーションです。
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定期上映会
～ 定 期 上 映 会 で は 、 人 権 ラ イ ブ ラ リ ー で
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 ハンセン�は現代では発�することはほとんどなく、�切な�療を⾏えば�る�気であ
るにもかかわらず、かつて採られた国の�制�離政策により、�々の�の中にハンセン�
は�ろしい�気だというイメージが�え付けられ、�者・元�者の�々のみならずその�
��に�する�⾒や�別が作�・助�されました。ハンセン��者を�離するための�律
が�⽌された現代においても、このような�⾒や�別はなくなっていません。
 �作品は、⼩�⽣がハンセン�問題について�ぶ�⼀�として、授業等で�材として活
⽤できるアニメーション作品です。
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 令和 6年 4⽉ 1⽇、「��を理由とする�別の�消の��に�する�律（��者�別�消
�）」の�正�が�⾏され、�間事業者においても�理的配慮の提供が義��されました。
 �作品は、�理的配慮の提供や����が�められる�間事業者の�を主な��として、
��者�別�消�の⽬的や�正のポイント等について��し、��を理由とする�⾒・�別
の�消に向けた��の重�性について理�を�めることを⽬的とした映��材です。
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　 詳 細 ・ お 申 込 み は
　 裏 面 ま た は 右 記 Q R コ ー ド か ら ▶

参加費
無料

人権ライブラリー・多目的スペース人権ライブラリー・多目的スペース
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お名前

お名前

  4月16日（水）
１４：００～１５：1０定期上映会4⽉

■主�∕お問�せ■ ��ライブラリー∕（�財）�����発��センター併�
〒105-0012 東�都���⼤⾨２−１０−１２ ＫＤＸ�⼤⾨ビル４Ｆ

TEL 03-5777-1919 ∕ FAX 03-5777-1954 
Eメール library@jinken.or.jp ∕ ウェブサイト  https://www.jinken-library.jp

＊ ��に�する�書やDVD等�料、そして�料���をお�しの�は、��ライブラリーまでお問い�わせください ＊

お申込方法

https://www.jinken-library.jp/news/detail/118001/
下�URLまたはQRコードよりお申し�みください

または
FAX送信先 03-5777-1954
団体名

連絡先
Tel

Email

Fax

情報提供不要 当センターでは、人権に関する各種資料の制作、販売、研修会・各種イベント等に関する情報をメール
で配信しています。情報提供を希望されない方は、左の□欄に☑を入れてください。

※参加申込時にご記入いただいた個人情報につきましては、本事業及び当センターからの情報提供（希望されない方は除く）以外の目的には使用いたしません。

参加申し込み受付後、開催日までに参加方法を記した参加票をFAXまたはEメールでお送りします。[参加票について]

�員

申��切

※ �共����をご利⽤ください。
※ �⾞場はございませんので、��の有料�⾞場を
 ご利⽤ください。

�場アクセス

先�４０�  

４月１５日（火）
１６：００��まで

●ＪＲ�⼿�・��東北�「���」�
 東�モノレール「モノレール���」�
 �界�易センタービル���⼝から徒�８�
 または北⼝から徒�９�

●都�三⽥�「���」� 
 Ａ３�⼝から徒�４�

●都�地下�⼤江戸�・�草�「⼤⾨」� 
 
 Ａ３�⼝から徒�５�

事前申込
必須


